公園施設撤去作業（桂坂公園）　仕様書
１　業務名
　　公園施設撤去作業（桂坂公園）
２　業務の目的
	桂坂公園における公園施設について、構造物撤去することにより、公園利用者の安全確保及び快適性の向上を図るものである。


３　履行期間

契約締結の日から令和８年１月３０日まで
４　履行場所
京都市西京区御陵大枝山町四丁目９　地内
（桂坂公園）
５　業務範囲

「箇所図」、「現地写真」別　紙
６　業務内容
・公園施設構造物（２基）を撤去すること（詳細は別紙を参照）。
・構造物撤去後、山砂（本市支給）により埋戻し、十分に転圧すること。
・発生材については、西京土木みどり事務所まで運搬すること。
７　支払条件
　　業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
